
総

務

総

務

総
務
常
任
委
員
会
（
水
野

恭
子
委
員
長
‥
６
人
）
は
６

月

日
に
委
員
会
を
開
会

し
、
付
託
さ
れ
た
議
案
６
件

の
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

審
査
を
行
っ
た
内
容
及
び

結
果
は
、
次
の
と
お
り
。

◆
議
案
第

号

京
田
辺
市

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の

指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

平
成

年
６
月
の
地
方
自

治
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
指

定
管
理
者
制
度
が
創
設
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
本
市
に
お

い
て
も
、
今
後
必
要
に
応
じ

て
、
こ
の
制
度
を
円
滑
に
活

用
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ

う
、

指
定
の
手
続

等
に

関
し
条
例
を
定
め
る
も
の
。

ま
た
、
管
理
主
体
の
対
象

が
民
間
企
業
、

、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
等
に
拡
大

さ
れ
た
。

【
賛
成
全
員
‥
修
正
可
決
】

民
間
事
業
者
が
指
定

さ
れ
、
営
利
を
追
求
し

た
場
合
、
本
来
の
公
の
施
設

の
公
共
性
を
損
な
う
運
営
に

な
ら
な
い
か
、
ま
た
、
公
の

施
設
の
公
共
性
の
確
保
を
ど

う
考
え
て
い
る
の
か
。

市
長
公
室
長

こ
の
制
度

の
導
入
の
主
目
的
は
、
市
民

サ
ー
ビ
ス
と
し
て
住
民
ニ
ー

ズ
に
効
果
的
に
応
え
て
い
き
、

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
目
指
し
、

経
費
の
削
減
を
図
れ
る
こ
と

を
主
眼
に
置
い
て
い
る
。

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向

上
の
た
め
に
、
こ
の
指

定
管
理
者
制
度
の
活
用
を
図

る
と
い
う
こ
と
を
、
条
例
中

に
明
記
す
べ
き
だ
。

市
長
公
室
長

地
方
自
治

法
や
施
策
の
目
的
は
、
あ
く

ま
で
も
住
民
福
祉
の
向
上
を

図
る
こ
と
で
あ
る
の
で
、
条

例
の
中
に
あ
え
て
挙
げ
て
い

な
い
。

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー

は
。

政
策
推
進
課
長

現
在
の

管
理
委
託
条
例
の
あ
る
８
つ

の
施
設
に
つ
い
て
は
、
平
成

年
９
月
ま
で
に
条
例
等
の

整
備
が
必
要
と
な
っ
て
く
る

の
で
、
そ
れ
ま
で
に
一
定
の

整
理
が
必
要
。
ま
た
、
他
の

直
営
施
設
は
、行
政
改
革
で
、

方
向
性
を
検
討
し
た
い
。

民
間
の
持

つ
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用
す
る
こ

と
と
併
せ
て
、
住
民
サ
ー
ビ

ス
の
向
上
を
図
る
。
さ
ら
に

は
、
経
費
の
節
減
を
図
る
こ

と
が
大
き
な
目
的
。よ
っ
て
、

住
民
の
平
等
利
用
を
確
保

し
、
利
便
性
の
向
上
を
図
ら

れ
る
も
の
と
条
文
を
改
め
、

修
正
案
を
提
出
す
る
。

◆
議
案
第

号

京
田
辺
市

情
報
公
開
条
例
の
一
部
改
正

に
つ
い
て

【
賛
成
全
員
‥
可
決
】

修
正
案
提
案

修
正
案
提
案

◆
議
案
第

号

京
田
辺
市

個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部

改
正
に
つ
い
て

【
賛
成
全
員
‥
可
決
】

市
の
公
の
施
設
の
管
理
を

指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
場

合
の
指
定
に
伴
う
措
置
を
定

め
る
と
と
も
に
、
罰
則
規
定

に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行

う
も
の
。事

故
、
不
注
意
に
よ

る
個
人
情
報
流
出
の
防

止
の
意
味
か
ら
、
指
定
管
理

者
向
け
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作

成
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
。

総
務
課
長

協
定
の
中
で

明
記
し
た
い
。

総
務
部
長

既
存
の
条
例

の
手
引
き
で
、
指
定
管
理
者

に
は
徹
底
し
た
い
。

◆
議
案
第

号

京
田
辺
市

消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

【
賛
成
全
員
‥
可
決
】

◆
議
案
第

号

京
田
辺
市

非
常
勤
消
防
団
員
に
係
る
退

職
報
償
金
の
支
給
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

【
賛
成
全
員
‥
可
決
】

政
令
が
施
行
さ
れ
た
こ
と

に
伴
い
、
基
金
が
市
町
村
に

支
払
う
消
防
団
員
の
支
払
額

が
引
き
上
げ
ら
れ
た
の
で
、

本
市
に
お
い
て
も
所
要
の
改

正
を
行
う
も
の
。

消
防
の
退
職
金
に
該

当
さ
れ
る
方
は
、
毎
年

ど
れ
ぐ
ら
い
な
の
か
。

消
防
本
部
総
務
課
長

年
度
で

名
退
団
さ
れ
、
対

象
者
は
９
名
。

年
度
で
退

団
者

人
の
う
ち
、
対
象
者

は

人
。

◆
議
案
第

号

京
田
辺
市

火
災
予
防
条
例
の
一
部
改
正

に
つ
い
て

【
賛
成
全
員
‥
可
決
】

制度の検討対象にある市営自転車駐車場
（近鉄新田辺駅東口）

第
３
次
総
合
計
画
特
別
委

員
会
（
西
川
豊
蔵
委
員
長
‥

８
人
）
は
６
月

日
、

日

及
び

日
の
３
日
間
委
員
会

を
開
会
し
、
付
託
さ
れ
た
議

案
の
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

審
査
を
行
っ
た
内
容
及
び

結
果
は
、
次
の
と
お
り
。

◆
議
案
第

号

第
３
次
京

田
辺
市
総
合
計
画
の
基
本
構

想
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

【
賛
成
多
数
‥
可
決
】

平
成
８
年
に
現
在
の
総
合

計
画
を
策
定
し
、
そ
の
実
現

に
向
け
て
各
種
施
策
や
事
業

に
取
り
組
ん
で
き
た
が
、
基

本
計
画
の
目
標
年
次
で
あ
る

平
成

年
度
を
迎
え
る
中

で
、
本
市
を
取
り
巻
く
社
会

情
勢
が
大
き
く
変
化
し
、
こ

う
し
た
時
代
に
対
応
で
き
る

よ
う
、
計
画
的
か
つ
総
合
的

に
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る

た
め
、
基
本
構
想
を
定
め
る

も
の
。

前
の
総
合
計
画
で

は
、

中
核
成
長
都
市

と
し
て
の
ま
ち

と
い
う
表

現
が
あ
っ
た
が
、
今
の
構
想

で
は
な
い
。
な
ぜ
か
。

政
策
推
進
課
長

法
令
上

の
人
口

万
都
市
を
連
想
さ

れ
る
こ
と
に
懸
念
が
あ
っ
た

が
、
府
南
部
で
の
中
核
都
市

を
目
指
す
こ
と
に
変
わ
り
は

な
い
。

平
成

年
ま
で
の
人

口
フ
レ
ー
ム
の
積
算
根

拠
は
。

政
策
推
進
課
長

４
つ
の

推
計
方
法
を
採
用
し
、
そ
の

平
均
が
８
万
人
で
あ
る
。

平
和
推
進
の
観
点
が

弱
い
の
で
は
。

市
長
公
室
長

市
民
憲
章

の
掲
載
と
あ
わ
せ
、
基
本
方

針
の
中
で
整
理
、記
述
し
た
。

構
想
を
具
体
化
し
て

い
く
に
は
、
職
員
の
人

材
育
成
等
は
不
可
欠
で
あ
る

と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。

第３次総合計画に関係する冊子

市
長
公
室
長

職
員
研
修

に
加
え
て
、
行
政
評
価
シ
ス

テ
ム
導
入
に
係
る
研
さ
ん
等

で
充
実
さ
せ
た
い
。

環
境
に
や
さ
し
い
ま

ち
づ
く
り
を
進
め
る
に

つ
い
て
、
具
体
的
な
記
述
が

な
い
。

助
役

環
境
基
本
計
画
や

地
球
温
暖
化
対
策
実
行
計
画

で
こ
れ
ら
へ
の
取
り
組
み
を

進
め
て
い
る
。
具
対
的
に
は

基
本
計
画
で
記
述
し
た
い
。

民
家
の
耐
震
化
に
係

る
補
助
制
度
は
考
え
て

い
る
の
か
。

助
役

現
時
点
で
は
、
私

有
財
産
の
形
成
に
つ
な
が
る

施
策
は
と
ら
な
い
。

◆
市
の
防
災
対
策
の
充
実
に

つ
い
て

市
の
急
傾
斜
地
危
険

箇
所
台
帳
が
あ
る
が
、

今
後
、
各
箇
所
ご
と
の
作
成

や
チ
ェ
ッ
ク
は
さ
れ
る
の
か
。

管
財
防
災
課
長

市
で
現

在

箇
所
あ
る
。
台
帳
の
整

備
を
進
め
て
い
る
。

危
機
管
理
監

台
帳
の
整

備
は
今
年
度
中
に
終
え
た
い
。

◆
消
防
職
員
の
通
勤
に
要
す

る
時
間
に
つ
い
て

遠
距
離
通
勤
の
消
防

職
員
も
い
る
よ
う
だ
が
、

緊
急
事
態
に
対
応
出
来
る
の

か
。消

防
次
長

短
時
間
に
招

集
で
き
る
よ
う
、
連
絡
体
制

等
を
と
っ
て
い
る
。

◆
今
回
の
職
員
に
よ
る
不
祥

事
に
つ
い
て

今
回
の
職
員
の
処
分

は
甘
か
っ
た
の
で
は
な

市の水防訓練（５月 日：飯岡地区）

い
の
か
。

助
役

一
定
の
基
準
の
中

で
妥
当
な
処
分
で
あ
っ
た
と

考
え
て
い
る
。

◆
自
閉
症
対
策
に
つ
い
て

自
閉
症
や
大
人
の
引

き
こ
も
り
に
つ
い
て
、

市
と
し
て
の
対
応
は
。

助
役

ま
ず
、
実
態
を
十

分
把
握
し
、
関
係
者
と
も
協

議
し
て
い
き
た
い
。

◆
健
康
管
理
と
予
防
医
療
に

つ
い
て

４
月
か
ら
健
康
診
査

が
無
料
か
ら
千
円
負
担

に
な
っ
た
が
、
理
由
は
。

健
康
推
進
課
長

千
円
を

化
や
健
康
対
策
に
つ
い
て
の

市
の
考
え
は
。

助
役

サ
ー
ク
ル
は
あ
く

ま
で
も
自
主
活
動
で
は
あ
る

が
、
行
政
と
し
て
支
え
ら
れ

る
部
分
は
支
え
て
い
く
。

◆
青
少
年
を
守
る
会
の
不
正

会
計
に
つ
い
て

市
が
補
助
金
を
出
し

て
い
る
団
体
の
不
祥
事

に
対
し
、
教
育
長
の
最
高
責

任
者
と
し
て
の
認
識
並
び
に

正
常
化
へ
の
決
意
は
。

教
育
長

使
途
不
明
金
の

発
生
に
つ
い
て
は
、
市
民
の

皆
さ
ん
に
大
変
迷
惑
を
か

け
、
深
く
反
省
し
て
い
る
。

新
体
制
発
足
後
は
、
十
分
な

指
導
を
し
て
い
き
た
い
。
ま

た
、
元
役
員
メ
ン
バ
ー
の
反

省
や
事
実
の
報
告
も
き
っ
ち

り
行
い
、
議
会
に
報
告
さ
せ

て
い
た
だ
く
。

頂
く
理
由
は
、
受
診
者
が
増

え
た
こ
と
（
４
、
５
年
間
で

２
千
人
増
）
や
、
自
分
の
健

康
を
守
る
た
め
の
自
己
責
任

と
し
て
の
責
任
料
と
し
て
位

置
づ
け
、
市
民
に
と
っ
て
理

解
の
得
ら
れ
る
額
と
判
断

し
、
千
円
負
担
と
し
た
。

◆
児
童
虐
待
予
防
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
に
つ
い
て

児
童
虐
待
防
止
法
が

施
行
さ
れ
、
市
と
し
て

の
取
り
組
み
や
体
制
の
強
化

は
。福

祉
部
長

現
在
、
進
め

て
い
る
が
、
ま
ず
、
市
の
庁

内
組
織
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

協
議
会
的
な
も
の
を
立
ち
上

げ
た
い
。

◆
公
民
館
講
座
と
同
好
会
対

策
に
つ
い
て

サ
ー
ク
ル
や
団
体
を

育
成
す
る
上
で
、
高
齢

建
設
経
済
常
任
委
員
会

（
上
田
登
委
員
長
‥
７
人
）

は
６
月

日
に
委
員
会
を
開

会
し
、
付
託
さ
れ
た
議
案
１

件
の
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

審
査
を
行
っ
た
内
容
及
び

結
果
は
次
の
と
お
り
。

◆
議
案
第

号

町
の
区
域

及
び
名
称
の
変
更
に
つ
い
て

【
賛
成
全
員
‥
可
決
】

府
営
土
地
改
良
事
業
（
府

営
ほ
場
整
備
事
業
大
住
地
区

第
５
・
６
工
区
）
の
施
行
に

よ
る
区
画
形
状
の
変
更
に
伴

う
も
の
。市

内
の
ほ
場
整
備
の

現
況
は
。

農
業
土
木
課
長

大
住
地

区
で

・
７
ヘ
ク
タ
ー
ル
を

実
施
し
、

年
度
で
完
了
予

定
で
あ
る
。
江
津
と
普
賢
寺

地
区
の
一
部
は
現
在
整
備
中

で
あ
る
。ほ

場
整
備
に
お
け
る

費
用
の
負
担
割
合
は
。

農
業
土
木
課
長

国
が

％
、
府
が
．
５
％
、
市
が

．
５
％
、
地
元
が

％
。

◆
地
産
地
消
に
対
す
る
振
興

策
に
つ
い
て

普
賢
寺
や
北
部
の
地

産
地
消
や
直
売
に
つ
い

て
、
市
の
認
識
は
。

産
業
振
興
課
長

食
と
農

の
信
頼
関
係
の
構
築
、
地
域

活
性
化
や
地
域
農
業
の
サ
ポ

ー
ト
に
な
っ
て
い
る
。

◆
調
整
区
域
の
違
法
使
用
に

つ
い
て

市
街
化
調
整
区
域
で

の
違
法
行
為
が
後
を
絶

た
な
い
。
府
の
権
限
で
あ
る

と
い
っ
て
、
市
は
放
置
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
今
後

の
対
応
は
。

都
市
計
画
課
長

市
と
し

て
直
接
的
な
権
限
が
な
い
の

で
、
府
が
動
き
や
す
い
よ
う

な
取
り
組
み
等
を
と
っ
て
い

る
。

◆
違
法
広
告
物
の
撤
去
と
警

告
に
つ
い
て

違
法
広
告
物
が
市
内

に
見
受
け
ら
れ
る
が
、

市
と
し
て
の
体
制
、対
応
は
。

土
木
課
長

年
に
１

２

回
関
係
機
関
と
一
斉
撤
去
を

実
施
。
ま
た
、
市
独
自
で
も

年
３
回
の
撤
去
活
動
を
実
施

し
て
い
る
。

常
任
委
員
会
の
審
査
報
告

常
任
委
員
会
の
審
査
報
告

常
任
委
員
会
の
審
査
報
告

第
３
次
総
合
計
画
特
別
委
員
会

第
３
次
総
合
計
画
特
別
委
員
会

文

教

福

祉

文

教

福

祉

建

設

経

済

建

設

経

済

所
管
事
務
調
査

所
管
事
務
調
査

所
管
事
務
調
査

所
管
事
務
調
査

所
管
事
務
調
査

所
管
事
務
調
査

年（平成 年） 月 日




